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学会動向

日本地方財政学会第15回 大会

川 勝 健 志(京 都府立大学)

今 年で15回 目 となる 日本地方財政学会 は,

2007年5月19日(土)～20日(日)の2日

間 にわ た り,松 山大 学 にお いて開催 され た.

本稿 では,筆 者 が参加 で きた範囲内での感想

や印象 で恐縮ではあるが,同 大会の特徴や報

告 ・討論の一端 を紹介 したい.

まず大会 プログ ラムに見 られ るい くつかの

特徴 を挙げてみ よう.第1に,初 日の午後 の

部前半 に,各 方面 か らテーマ に沿った報告者

をお招 きしての 『特 別企画 セクシ ョン』が設

け られていた ことである.西 山一郎氏(尾 道

大学)を 座長に愛媛県内子町,高 知県馬路村,

徳島県上勝町の各 町村長 で構成 された 「自治

体経 営の最前線」,小 西砂千夫氏(関 西学 院

大学)を 座長 に総務省 の交付税課長 と市町村

税課長 で構 成 された 「地方財政運営 の課題」,

川瀬光義氏(京 都府立大学)と 李昌均氏(韓

国地方行政研 究員先任研究委員)を 座長に李

在原氏(釜 京大学)と 柳泰鉱氏(ソ ウル市立

大学)で 構 成 された 「韓 国にお ける地方財政

の課題」の3つ の企画 セクシ ョンがそれであ

る.い ずれ も興味深 いテーマ ではあったが,

筆者 も参加 して いた 「地方財政運営の課題」

セクシ ョンの盛況ぶ りか らす ると,会 場 の入

り具合 にやや偏 りが出ていたのではないか と

思われる.し か しそれは,学 会全体が昨今の

「三位 一体改革」 の動向や 「新型交付税 」導

入 をめ ぐる議論 にいま最 も注視 していること

の表れ といえよう.

第2に,全 体 シ ンポジウムが大会両 日の2

回,設 けられていたこ とであ る.初 日は 「分

権一括法 ・道州制 の行方 と地方財政」をテー

マに,大 森 彌氏(東 京大 学名誉教授),加 戸

守行氏(愛 媛県知事),神 野直彦氏(東 京大

学),飯 泉嘉門氏(徳 島県知事),星 川俊尭氏

(愛媛 県新聞社取締役 論説 ・編集担 当)が そ

れそれの観 点か ら報告 ・討論された.二 日目

は,テ ーマ を 「破 たん(再 生)法 制 と地方債

改革の課題」 とし,椎 川忍氏(総 務省官房審

議官),中 越 眞氏(い よぎん地域経 済研 究セ

ンター社長),持 田信樹 氏(東 京大学),古 川

康氏(佐 賀県知事)が 同 じ くそれぞれの観点

か ら報告 ・討論 された.今 大会 に両 日合わせ

て計3人 の県知事 を交えてのシンポジウムが

催 されたこ とは,個 人的には近年の都道府県

知事 に対す る関心の高 さをうかがい知 る良い

機会 となった.ま たその一方で,今 大会の分

科会に都道府県財政に関す る研究報告が1つ

もなかった こ とや シンポジウムでの道州制 を

め ぐる議論か ら,都 道府県の役割 をどの よう

に考えるのかにつ いては,学 会全体 として も,

必ず しも明確 な回答 を持 ち得ていない とい う

現状 をあ らためて痛感 した.

第3に,分 科会 に従来か らある共通論題 と

自由論題 とい う区分 を設 けず,す べての報告

が1つ のテ ーマ に沿った形 で編成されていた

ことであ る.こ れは,プ ログラム編成上の工

夫なのか,た また ま報告 内容に関連の深い も

のが多かったのかは定かで はないが,共 通論

題 と自由論題の区分 を設 けるか否か について

は,お そ ら く賛否両論が あろう.例 えば,自

由論 題 とい う区分 で報告が個別化 され ると,

聞 く側 にとっては,関 心のある報告の時間帯

が重 なって聞けない,報 告 ごとに会場 を移動

しなければな らない とい った問題 に直面す る

可能性があ るが,本 学会での報告 を希望す る

側 にとっては,報 告 内容 に幅を持たせ られる

といった利 点 もあるか らであ る。 ちなみ に,

今大会の分科会 は,昨 年,東 洋大学で催 され

た前 回大会 と同 じ10会 場 で報告数 もほぼ 同

数 の計34本 であ ったが,前 回大会 は2会 場

に自由論題 が設 け られていた.ま た,今 大会
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の分科会の各テーマ につ いて は,以 下の通 り

であった.

A.第1分 科会 「各国の地方財政改革」

B.第2分 科会 「公共サービスの効率的供給」

C.第3分 科会 「地方交付税 ・地方税改革」

D.第4分 科会 「地方財政 と福祉」

E.第5分 科会 「公民連携 と地方財政」

F.第6分 科会 「環境 政策 と地方財政」

G.第7分 科会 「地方分権 と地方財政改革」

H.第8分 科会 「地方財政 と地域経済」

1.第9分 科会 「地方 自治体経営」

J.第10分 科会 「公共施設の維持 ・管理」

以上,3点 を今大会の プログラム上の特徴

として挙げたが,以 下で は,筆 者が参加 した

特別企画セクシ ョンと分科会の中か ら,個 人

的に関心 のあった報告 ・討論 を取 り上 げる。

そこでまず,上 で も述べた ように,特 別企画

セクシ ョンで最 も盛況であった 「地方財政運

営 の課題 」 セク シ ョンか ら,黒 田武一郎氏

(総務 省 自治財政局)が 報 告 された 「地方交

付税:改 革 の動向 とその論点」 とそれ に対す

るディス カッサ ン トであ る中井英雄氏(近 畿

大学)の コメン トを紹介 したい。

黒 田報告 は,三 位一体改革における取組み

を概括 した上で,交 付税 改革 をめ ぐる動向 と

論点の整理 を試み るとい うものであった.同

報告 では,地 方税の充実 こそが本筋であるこ

とを強調 しつつ,交 付税 改革 をめ ぐる基本的

論 点 として,① 中期 的 な持続 可能性,② 総

額 酒 己分額 の予見可能性,③ 算定方式の 「わ

か りやす さ」 を挙げ,交 付税算 定の簡素化 と

的確 な財源保障のための きめ細 やか な算定 の

バ ランスを どの ように図 ってい くかが不断の

検討 課題 であ るとされた.そ してその上で,

国 と地 方の役割分 担が どの ようになるのか,

またそれに応 じて国 と地方の税源配分の見直

しや 国庫負担金の見直 しが どの ようになるの

か といったことよって,交 付税 の見直 しの方

向が決 まって くると主張 された.つ ま り,交

付税 については,制 度単体 のみで議論するの

ではな く,「 交付税 とい う財政調整制度」が

対象 とする地方行財政全体 の システムをどの

ように改革 してい くのか とい う議論 と一体 と

して行 うべ きとい う結論である.

中井氏か らは,黒 田報告 で挙 げられた上記

の論点か ら,い くつかの コメ ン ト・質問がな

された.1つ は,持 続可能性 の意 味は,「 地

方共有税構想」 においては,好 況期 に需要額

を追加す るのでは な く,特 会基金に繰 り入 れ

れば,次 の不況期 に特会基金か ら繰 り出 して

総額 を確保 できるとい う制度の持続 可能性 を

指す のであ るのか,と い うものであった.こ

れに対 し,黒 田氏 は 「地方共有税 の下で,年

度間調整が ワー クする とは考 えにくい.ま ず

国が約800兆 円 もの借金 を抱 えてい る中で特

会基金 を もてないだろ うし,地 方は特会 の借

金を返すお金があ るな ら,地 方債の返済 をす

べ きと考 えるか らである.現 実の借金 を どう

するのかがポ イ ン トになる」 と回答 された。

また,地 方財政計 画 と決算の乖離は,概 ね解

消す る見込み とされているが,需 要額 と決算

の対比 は,予 見可 能性や わか りやす さの観点

か ら,将 来行われ る可能性 はないのか,と い

う問いに対 しては,「 ここで い う"わ か りや

すい","わ か りに くい"の 意味は,需 要額 と

決算 との乖離 とい うよりも,難 解 な補正係 数

の問題である」 と回答された。

次に,私 自身の研究 と関連の深い報告が集

まっていた,植 田和弘氏(京 都大学)を 座長

とする第6分 科会 「環境政策と地方財政」の

中から,八 木信一氏(九 州大学)が 報告され

た 「補助金の交付金化と政策統合 一循環型社

会形成推進交付金を事例 として―」,石 田和

之氏(徳 島大学)が 報告された 「負担分任原

則を利用 した政策税制としての森林環境税」,

金子林太郎(敬 愛大学)が 報告された 「産業

廃棄物税の現状と課題」を紹介したい.

八木報告は,三 位一体改革に伴 う補助金の

交付金化について,国 が地方自治体を財源面

でコントロールするという批判はやや一面的

であると指摘 し,社 会資本整備に関わる補助

金の交付金化の事例 として,循 環型社会推進

交付金を取 り上げ,そ れを環境政策統合の観

点から評価を行 うというものであった.同 報

告では,循 環型社会推進交付金にみる補助金

の交付金化は,ご み政策における統治構造の

重層化 と多元化,循 環型社会地域計画を通 し

た行政計画のフィー ドバ ック機能の拡充,技
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術マ ネジメ ン ト能力の形成 とい う複合的な視

点か ら,相 互 に関連 させ なが ら行われなけれ

ばならなかったが,そ のいずれ もが従来の補

助金の時 とほ とんど変わ らない ままで行 われ

た と指摘 され,批 判すべ きは,む しろ補助金

によって これまで形づ くられて きた,廃 棄物

の行財政システムの全 体像 に対 してではない

かと結論付 け られた.

石田報告は,一 般に 「参加型税制」として

位置づけられてきた森林環境税が 「負担分任

原則」に最 もなじむとされてきた県民税均等

割超過課税を活用 した税であ り,か つ税収の

使途を森林環境保全に限定 していることなど

から,森 林環境税を 「負担分任原則を利用 し

た政策税制」 という視点か ら再検討 したもの

であった.同 報告では,負 担分任原則におけ

る教育的効果を重視 した考え方が参加型税制

であり,そ の理念を具現化 したものが森林環

境税であると結論付けた上で,現 行の森林環

境税に代えて,税 収の使途を納税者が選択す

る制度を利用 した森林環境税が提案された.

金子報告 は,産 廃税 が全国の 自治体で導入

されるようになって5年 が経過 した現在,事

後評価の必要が 出て きてい ること,近 年の産

廃税 に関す る研究が理論的研 究 に留 まってい

るこ とか ら,「 産業廃棄物 に関す る法定外税

(産業廃棄物税)の 現状 と動 向に関す るア ン

ケー ト」 を 自ら企画 ・実施 し,そ の調査結果

を紹介 しなが ら,税 の減量効果や制度の見直

しを中心 に産廃税の現状 と課題 を検討 した も

のであった.同 報告で は,ア ンケー トの調査

結果の分析 を通 じて,明 らか となった産廃税

の今後の課題 として,税 による減量効果 を把

握す る方法 を確立す る必要があること,制 度

の見直 しの基準 を具体的 に設定す ること,産

廃の排 出抑制,再 利用,リ サイクルの促進 と

いった政策課題 は,通 常5年 とされ る課税期

間をよ り長 いスパ ンで見 る必要があ ることが

指摘 された.

金子報告 については,討 論者であった堀場

勇夫氏(青 山学院大学)の コメン トも,地 方

環境税 を研究す る筆者に とって,大 変興味深

い ものであ った.堀 場氏が指摘 されたの は,

産廃税 の効果 は,金 子報告 で取 り上 げ られて

いる産廃の減量効果 に限 らず,産 廃 の地域 配

分効果や政府行動 に与え る効果 もあるのでは

ないか とい う点であ る.特 に,後 者 の効果に

つ いては,金 子報告の中にあったア ンケー ト

調査 の結果か ら,す でに何 らかの分析 も可能

ではないだ ろうか.堀 場氏 も指摘 されていた

ように,例 えば,産 廃税検討年度が一定の期

間に集 中 してい るとい うア ンケー ト調査の結

果 は,各 自治体が近隣 自治体の動 向を考慮 し

て導 入 を検討 した という1つ の証拠 であ り,

導入の予定が ない理由を尋 ねた ものの中にあ

る 「隣…接 自治体が導入す るなら導入す る,ま

た逆 に導入 しない なら,導 入 しない」 といっ

た回答 は,自 治体間で租税協調的な行動が働

いているこ とを示 しているのではないだろ う

か.も ちろん,こ の ような結論が本 当に導 き

出せ るか どうか について,よ り詳細 な分析 が

必要 であるこ とは言 うまで もない.し か しい

ずれに して も,そ うした実証研 究は,産 廃税

は もちろん,地 方環境税 の効果 に関す る研 究

に厚み を加 える重要 な研究課題 といえよう.

以上,今 大会でのプログラムの特徴 と個人

的関心 に基 づ いた報 告 ・討 論の一端 を紹介

し,若 干の感想や印象 を述べて きたが,筆 者

の勘違いや理解不 足で報告や討論 の内容に誤

りがあ った場合 には,忌 欄無 くご意見 を頂戴

で きれば幸 いである.近 年の 目まぐるしい地

方財政改革の動 きは,そ の望 ましい方向を示

す ことはもちろん,内 容 を正確 に理解するこ

とす ら難 し くしている.こ うした状況は,本

学会の社 会的責任 を今後 ます ます重 くするで

あろうが,そ の責任 をよ り積極 的に果たそ う

とす ることが,地 方財政研究の今後の発展 に

つ ながる と期待 してや まない.
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